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はじめに 

  

 県では、滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」（以下、「条例」といいます。）を平成

３１年４月に一部施行、同年の令和元年１０月に全面施行しました。 

   

 この報告書は、条例施行後の取組状況や、障害者差別に関する令和４年度の相談対応の状

況等をとりまとめたものです。 

 

 条例の基本理念に定める「当事者間の建設的な対話による相互理解」により、差別を解消

するためには、どのような行為が差別に当たるのか、合理的配慮としてどのような対応が必

要なのか、県民の皆さんが共通した認識を持つことが必要です。そのために差別や合理的配

慮の事例を記録し、分析・公表することは非常に重要であると考えます。 

 

 この報告書が、県民の皆さんに条例の取組状況を広く知っていただくとともに、共生社会

の実現のために何をすればよいかを考え、行動していただくきっかけになればと思います。 
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１ 相談対応について                                

 

（１）条例における相談対象 

  この条例では、県内で発生した次に掲げる相談を相談活動の対象としています。 

 

① 障害を理由とする差別（不当な差別的取扱い） 

条例では、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付け

たりすることを禁止しています。 

行政機関   

事業者   

個 人  ※障害者差別解消法では対象外 

【差別に該当する可能性のある事例】 

   ・アパートを借りるときに障害があることを伝えると、それを理由に貸してくれなかった。 

   ・盲導犬と一緒に飲食店に入ろうとしたら、入店を断られた。 

   ・障害がある人は保護者や介助者が一緒でないと窓口対応しないといわれた。 

    ・本人を無視して保護者や介助者だけに話しかけた。 

 

② 合理的配慮に関すること 

障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合において、負担が重くない範囲で

配慮を行うことです。 

行政機関   

事業者  ※障害者差別解消法では、現在「努力義務」 

個 人  ※障害者差別解消法では対象外 

 【合理的配慮の例】 

   ・窓口で聴覚障害のある人からの申出に応じて、手話や筆談で対応した。 

   ・駅で視覚障害のある人からの申出に応じて券売機の操作を手伝った。 

   ・申出に応じて資料にフリガナをつけたり、わかりやすい表現で説明した。 

     ※申出がなくとも事前的な対応を心掛けることも重要です 

   ・「人の多い待合室は周囲が気になって落ち着かず、順番を待つのが難しい」との申し出に応じて、 

    別のスペースを確保した。 

 

③ その他 

・不適切な行為に関すること 

・不快・不満に関すること 

・環境の整備に関すること 

・意見・要望等 

・問合せ 

・その他 

  

禁 止 

義 務 
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（２）相談体制と助言・あっせんの仕組み 

相談・解決の仕組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※あっせん 

相談者と事業者等の間に第三者（滋賀県障害者差別のない共生社会づくり委員会）が入って、双方の主張を

確かめ、事案が解決されるように努める話合いの手続きのことです。 

 

（３）障害者差別解消相談員 

条例に基づき、差別を受けたり、合理的な配慮がなされなかったなどの相談に応じ、必要な助言や調

査、調整などを行うため、差別解消に関する専門性をもって中立の立場で相談に応じる障害者差別解消

相談員（以下「相談員」という。）を滋賀県健康医療福祉部障害福祉課共生推進・障害認定係に２名配置し

ています。 

相談員は、障害福祉課共生推進・障害認定係に設置した専用の電話やメールで相談を受け付け、事案の

解決に努めています。 

 

（４）地域アドボケーター（地域相談支援員） 

地域アドボケーター（条例上の名称は「地域相談支援員」）は、自身で相談することが難しい障害者に寄

り添い、相談内容を代弁することなどにより、障害者の権利を擁護し、相談員につなぐ役割を担っていた

だける方に就任いただき、相談員と連携しながら、事案の解決を図っています。令和3年9月1日から2年

相談窓口（障害者差別解消相談員） 滋賀県障害者差別のない共生社会づくり委員会 

解   決 

②助言・

調整等 

④あっせ

ん（※） 

 

⑤ 

あ っ せ ん

に 従 わ な

い場合 

地域アドボケーター 

差別に気づかない、差別を受けても声を 

あげられない障害者に寄り添い、相談員に

つなぐ 

障害者等（障害者、家族、支援者） 

だけでなく、事業者等からの相談に

も対応。 

相 談 者 支援  

知事による ⑥勧告 ⑦公表 

①相談 

③ 

あっせん

の申立て 

※障害者差別解消相

談員に相談しても解

決が難しい場合 
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間、2期目の体制となっています。 

＜地域アドボケーターの地域別人数＞     （令和４年度末時点） 

圏 域 名 市  町 合  計 

大津圏域 大津市 ６人 

湖南圏域 

 

 

草津市 

守山市 

栗東市 

野洲市 

４人 

甲賀圏域 甲賀市 

湖南市 

４人 

東近江圏域 近江八幡市 

東近江市 

日野町 

竜王町 

２人 

湖東圏域 彦根市 

愛荘町 

豊郷町 

甲良町 

多賀町 

４人 

湖北圏域 長浜市 

米原市 

４人 

湖西圏域 高島市 ２人 

合    計 ２６人 

 

 

２ 相談実績                                   

（１）令和４年度（R４.4.1～R５.3.31）相談概要について 

相談員に寄せられた新規相談件数は、合計９１件でした。 

 

 

令和４年度 月別・相談件数および対応回数 

■新規事案件数  計 ９０ 件 【令和３年度実績 新規事案件数 ８５件】 

 （別途、令和３年度からの継続件数 １件あり） 

■男性 ４８件 、女性 3２件 、不明・その他 １１件 

■相談対応回数  計 ２５０ 回  

 

 

 

 新規受付 前年度から

継続 

次年度へ継続 終結 

令和４年度 ９０ １ ２ ８９ 

令和３年度 ８５ ４ ３ 8６ 
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令和４年度 

(※)「対応件数」は、前月以前より引き続き相談対応をした件数を含む（相談 1 件あたりの対応回数の内訳）  

※平均   ２．７回／件 

回数 1～5 回 6～10 回 11～15 回 16～20 回 21～25 回 26～30 回 31 回以上 

件数 ８６ ３ ０ １ ０ １ ０ 

 

 

ア 相談内容の類計 

 〇類型の定義 
   

類  型 定  義 

①差別（不当な差別的取扱い） 
障害を理由とする差別に該当するもの、または該当するおそれのある

もの（障害者差別解消法での「不当な差別的取扱い」に相当）。 

②合理的配慮の不提供 
合理的配慮の不提供に該当するもの、または該当するおそれのあるも

の。 

その他   

  
③不適切な行為 

障害者差別解消法で言う①差別や②合理的配慮の不提供には該当しな

い（おそれも含む）が、差別的・不適切な行為があったと思われるもの 

  

④不快・不満 

差別的・不適切な行為があったことを確認できないが、相談者が差別的

と捉え、不快・不満があったもの ただし、年金や給付金等他制度への

不満・苦情を要因とするものは除く 

  
⑤環境の整備 

施設の構造の改善および設備の整備、関係職員に対する研修その他の

必要な環境の整備に関するもの 

  
⑥意見・要望等 

年金や給付金等他制度への不満・苦情を要因とするものや、差別以外

の相談、意見、要望に類するもの 

  ⑦問合せ 法や条例、制度等の内容に関する問合せ 

  ⑧その他 上記に分類できないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 ３月 計 

新規事案件数  ４ ４ １１ ５ １３ ７ ７ ９ １０ ７ ７ ６ ９０件 

相談対応
状況 

対応 
回数 

４０ １５ ３２ ８ ２６ ３６ ８ ９ ２７ ２５ １４ １０ ２５０ 
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〇令和４年度 類型別相談件数 ※分野は条例第 2 条に規定する分野（2２頁参照）    
   類型  

①   

差別 

② 

合理的

配慮の

不提供 

その他 

合 計 
  

分野 
③不適切

な行為 

④不快・ 

不満 

⑤環境の

整備 

⑥意見・ 

要望等 
⑦問合せ ⑧その他 

ア 教育 ０ ０ 0 ２ 0 １ ０ 0 ３ 

イ 労働 ０ ２ ５ ５ 0 2 ２ 0 1６ 

ウ 商品 1 ０ 0 ０ 0 ０ ２ 0 ３ 

エ 福祉 0 0 0 ４ 0 1 ０ 0 ５ 

オ 障害福祉 0 0 0 １１ ０ ３ ８ ０ 2２ 

カ 医療 0 0 １ １ 0 １０ １ 0 １３ 

キ 建物 0 0 0 ４ １ ３ ３ 0 １１ 

ク 不動産 ０ 0 0 ０ 0 0 0 1 １ 

ケ 地域 １ 0 １ 2 ０ １ 0 0 ５ 

コ 情報 0 0 0 0 0 0 ０ 0 ０ 

サ 意思 １ ０ 0 １ 0 0 １ 0 ３ 

シ その他 ０ １ ２ １ 0 3 ２ 0 ９ 

 合  計 ３ 3 
９ ３１ １ 2４ １９ １ 

９１ 
８５ 

 

 

 

ウ 相談者等の障害種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

障害種別 令和４年度件数 令和３年度件数 

肢体不自由 ２０ ２５ 

視覚障害 ３ ２ 

聴覚障害 ６ ４ 

内部障害 ４ 0 

知的障害 ２２ 1７ 

精神障害 ３８ ２９ 

発達障害 １５ ９ 

難病 １ ０ 

その他・不明 ９ ８ 

合   計 １１８件 ９４件 

※複数の障害種別に該当する場合があるため、 

合計は相談件数と一致していません。 
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エ 相談者の属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）相談件数等のクロス表 

 ア 令和４年度 障害種別と相談者  

  本人等 家族 
アドボケ

ーター 
支援者 事業者 市町行政 関係者 総計 

肢体不自由 10 3 1 2 ０ 4 1 21 

視覚障害 1 ０ ０ 1 ０ ０ 1 3 

聴覚障害 2 1 ０ ０ ０ 1 2 6 

内部障害 2 1 ０ 1 ０ ０ ０ 4 

知的障害 4 9 6 ０ ０ 1 2 22 

精神障害 25 2 4 4 1 3 ０ 39 

発達障害 8 3 3 ０ ０ 1 ０ 15 

難病等 ０ 1 ０ ０ ０ ０ ０ 1 

不明・その他 4 3 ０ 1 1 ０ ０ 9 

合  計 56 23 14 9 2 10 6 120 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談者 令和４年度件数 令和３年度件数 

本人・当事者団体 4０ ４６ 

家族 １６ ２５ 

地域アドボケーター １１ ２ 

支援者 ７ ４ 

関係者 ６ ５ 

事業者 ２ ７ 

市町行政 ８ ５ 

その他 ２ 0 

合    計 9２件 9４件 

 

※地域アドボケーターが当事者、支
援者に該当する場合があるため、合

計は相談件数と一致していません。 
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イ 令和４年度 相談分野と障害種別  

  
肢体不

自由 

視覚 聴覚 内部 知的 精神 発達 
難病等 

不明・

その他 
総計 

障害 障害 障害 障害 障害 障害 

ｱ 教育 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 1 ０ 2 3 
 

ｲ 労働 3 ０ 3 1 5 10 4 ０ ０ 26  

ｳ 商品 1 1 ０ ０ 1 ０ ０ ０ ０ 3  

ｴ 福祉 ０ ０ ０ ０ 1 4 2 ０ ０ 7  

ｵ 障害福祉 5 1 ０ ０ 5 10 2 ０ 4 27  

ｶ 医療 2 1 ０ 2 4 5 2 1 ０ 17  

ｷ 建物 5 ０ 1 ０ ０ 3 1 ０ 3 13  

ｸ 不動産 ０ ０ ０ ０ ０ 1 1 ０ ０ 2  

ｹ 地域 ０ ０ ０ ０ 3 1 2 ０ ０ 6  

ｺ 情報 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0  

ｻ 意思 1 ０ 1 1 1 ０ ０ ０ ０ 4  

ｼ その他 3 ０ 1 ０ 2 4 ０ ０ ０ 10  

合  計 20 3 6 4 22 38 15 1 9 118  
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（３）相談事例  

  令和４年度に障害福祉課に寄せられた相談に対して相談員が対応した事例について紹介します。なお、事

例の取扱いにあたっては、個人情報取扱事務の適正な執行を図る観点から、実際の事案を踏まえつつ、内

容を一部変更するなどしています。 

 

【事例１】 

補助犬の受け入れ拒否について（商品・サービス分野） 

 

【相談の内容】 

県外在住の視覚障害者が、盲導犬を同伴して県内を観光・宿泊しようとしたところ、観光予定の寺院

や宿泊施設から盲導犬の受け入れを拒否された（宿泊施設）。当事者から障害者差別解消法や補助犬

法、盲導犬の説明をしたが、相手先に理解してもらえなかった（寺院・宿泊施設）。 

【対応概要】 

（宿泊施設） 

 ・保健所との調整で宿泊が可能となった。 

（拝観予定の寺院） 

・改めて補助犬法や障害者差別解消法、県条例等の主旨を説明。話し合いの下、拝観可能となった。 

【分類】不当な差別的取扱い（身体障害者補助犬法に抵触） 

身体障害者補助犬（以下、「補助犬」という。）を同伴した障害者の受け入れ等については、身体障害者補

助犬法（以下、「補助犬法」という。）において「拒んではならない（補助犬法第９条）」と規定されており、県

としても啓発を行うなど補助犬の入店拒否の解消に向けて様々な取組を行っています。 

補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）は、目や耳、手足に障害のある方をサポートする大切なパートナーです。

補助犬は、補助犬法に基づき必要な訓練を受け社会のマナーを守ることができるほか、ユーザーは補助犬

の衛生・行動管理をしっかり行っており、食品衛生法上も問題はありません。 

今後も引き続き、入店拒否事案の再発防止のため、補助犬法の趣旨の周知啓発等の取組を行っていき

ます。 

 

【事例２】 

マスク未着用者の入場拒否について（商品の販売・サービス分野） 

 

【相談の内容】 

ある施設が「マスク未着用者は入場拒否」と看板を掲げているが、皮膚疾患がありマスクができない。

マスク未着用者を一律に入場拒否することは差別ではないか。 

【対応概要】 

 事業者に事実の確認を行ったところ、「事情があってマスクができない方の場合は、別途対応すること

もある」との回答。ご本人と事業所側が話し合いの機会をもち、ご本人の理解を得られた。 

【分類】その他 

コロナ禍でも、障害や特性がありマスクを着用できない方がおられることを理解いただくため、マスク

がつけられないことを意思表示するためのバッジやカードを作成し、各市町障害福祉担当課などを通じて、

希望される方に配布しました。 
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【事例３】 

試験実施会場の変更（教育分野） 

 
【相談の内容】 

心的外傷後ストレス障害（PTSD）を発症し、特定のキャンパスに入れない。試験を受けるために、キャンパ

ス外での受験を認めてほしい。 

【対応概要】 

 何度も話し合いを重ね、キャンパス外で試験を実施するための方策を探った結果、キャンパス外での試験

が実施された。 

【分類】合理的配慮 

   合理的配慮を提供する際のポイントとしては、配慮を求める側の「申出に応じて」、双方の「建設的対話」

によって、「配慮する側の負担が重すぎない範囲」で「一人一人の障害特性や場面・状況に応じて」行われ

る必要があります。 

また、「求められた配慮ができないから断る」ということではなく、他の方法をその場で双方が検討する

ことが重要です。 

 

【事例４】 

障害のある方のバス乗車中の行動について（商品の販売・サービス分野） 

 

【相談の内容】 

おそらく障害のある方が、バス乗車中に突然大きな声を出したり、特定の座席にこだわり座っている乗客

を引っ張って無理やりどかしたりする。他の乗客から苦情が入ったが、どのように対応すればよいか。 

【対応概要】 

 障害のある方の中には、光や音などの感覚過敏のある方がおり、私たちが感じている以上の刺激を受けて

いること、また当事者の方にとっては「いつもの席」が「自分の席」である場合もあり、そのような障害特性を

他の乗客の方に理解してもらう必要もあることを説明。他府県のバス会社の取り組み（啓発ポスターなど）も

紹介した。 

【分類】その他 

 

   障害者差別に係る相談の背景には、障害特性についての理解不足が要因となっていることがありま

す。滋賀県は障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会（共

生社会）の実現を目指しています。昨年度は、障害者理解促進のためのポスター作製や事業者向けの

新たな啓発として「共生社会サポーター」の取り組みを始めました。 
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（４）相談活動のまとめ 

     令和４年度は、条例施行４年目となり、相談対応については、より実践的な対応を行うよう努めまし

た。相談の趣旨を傾聴するだけではなく、一歩進んで、相談内容の事実確認や調査を実施、調整すべ

き相手との協議の場面などを設定しました。 

       

ア 相談体制・対応 

相談窓口には、様々な障害特性や背景を持つ方から、幅広い分野や場面にかかわる相談が寄せら

れています。相談者の思いを受け止め、それぞれの相談の内容に応じた調整活動や適切な情報提供・

助言を、状況に応じて丁寧に行うことを基本姿勢として相談対応にあたっています。 

 

イ 相談対応能力の向上に向けた取組 

相談員には、様々な相談に適切に対応するため高い専門性が求められており、研修や日々の相談

活動の検証を定期的に行い、相談対応能力を向上していくこととしています。 

その一つとして、近隣府県で条例を整備している府県の相談員や担当者による合同研修会・意見交

換会に参加しています。 

 

  ウ 事業者への具体的提案等 

事業者との調整活動の中では、単に条例や障害者差別解消法の趣旨を周知するだけでなく、事業

者に対して相談者が直面しているバリアを取り除くための具体的な提案を行うことや、障害のある人

がより社会参加しやすくなるような環境整備を、事業者にはたらきかけたりすることが重要となりま

す。こうした観点からも、蓄積された相談事例をしっかりと分析し、具体的な対応の提案や、好事例を

広めていくように努めていきます。 

 

エ 県内関係機関等との調整 

      条例の相談窓口には、様々な分野・場面の相談が寄せられており、必要に応じて市町や県内の関係

機関等と連携して対応する必要があります。相談者の中には、つらい気持ちを抱えながらも勇気を出

して当窓口に相談に来られる方もおられます。相談者の気持ちに寄り添いながら、抱えておられる 

問題の所在を明確にし、関係機関と情報共有・連携して問題の解決のための調整を行い、場合によっ

ては適切な窓口に丁寧に引継ぎを行うこととしています。 

 

オ 近隣府県との連携 

条例では、県内で起こった事案を相談対象としていますが、県外で起こった事案についても相談が

ありました。基本的には、相談者の了解を得て該当府県の相談窓口に情報提供し、対応を依頼するこ

ととしていますが、府県ごとに相談体制が異なる場合もあります。近隣府県との意見交換会等を通じ

て、一層の連携強化を図るよう努めていきます。 
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３ その他の活動状況                           
 

（１）滋賀県障害者差別のない共生社会づくり委員会の開催 

○委員会の役割 

条例第１５条に基づき、関係団体等との情報共有や共生社会の実現に向けた取組を県全体で推進

するために開催。障害者差別解消法第 17 条に規定する「障害者差別解消支援地域協議会」としての

機能も兼ねています。 

  

  ○令和４年度開催結果 

     令和５年３月  

        ・「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」の取組状況等について 

      ・「滋賀県障害者プラン 2021」の進捗状況および中間見直しについて 

 

（２）地域アドボケーター、市町担当者情報交換会の開催 

  障害者差別の多くは地域や日常生活において生じるものであり、相談員と地域アドボケーターだけで

解消を図ることは困難であり、市町や関係機関とも情報を共有し、共に解決していくことが肝要です。そこ

で、福祉圏域ごとの情報交換会を行い、今後の連携のあり方、相談員の資質向上などについて考える機会

とすることを目的に開催しています。 

 

○令和４年度開催なし 

 

（３）普及・啓発活動 

この条例は障害者差別を解消し、共生社会の実現を目指すものであるため、県民・事業者の方々に

広く周知を図り、条例の内容や障害に関する理解を深めていただくことが重要と考えています。 

このため、条例や障害者差別解消法についての研修や説明会の実施、条例の内容を分かりやすく

解説したパンフレットの配付、各種媒体を用いた広報、各種イベント等における重点的な広報活動、周

知、条例のガイドライン等により周知・啓発を図っています。 
   

ア 条例フォーラム等の実施 

条例や障害者差別解消法について、県民、企業、市町、関係団体等を対象としたフォーラムを開催

し、条例や法の趣旨の周知・啓発を図っています。 

○ 令和４年 12 月７日（水） ビバシティ彦根２階 ビバシティホール 80 人参加 

１．「お笑いライブ＆トーク」～障害者差別解消と合理的配慮について～ 

 出演：ホーキング青山氏  

２．「盲導犬ユーザーに出会ったら・・・」～誰もが行きたい場所に安心して行ける社会に～ 

  出演：公益財団法人関西盲導犬協会 啓発相談部長  山口 浩明 氏 

                          盲導犬ユーザー 山野 ひろみ 氏 
 

イ 出前講座（研修・説明会実績） 

  条例の内容や障害理解を深めるため、企業・学校・自治会などの研修会等に相手方のリクエストに応

じて、専門家や障害当事者を講師として派遣するなど、計５１回の出前講座を行いました。 

  県職員に対しても、条例や障害理解について、実際の相談実例も交え、繰り返し啓発を実施していま
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す。 

   

 ウ 合理的配慮の助成事業 

障害を理由とする差別の解消を推進するため、事業者や地域の団体が障害のある人に必要な合理

的配慮を提供するために要する費用の一部を助成しました。 

 

エ 共生社会サポーター 

  条例の理念等に共感し、理念等に沿って積極的に取り組んでいく意思を持つ事業者が、その意思を対

外的に表明するためのツールとして、共生社会サポーターステッカーの配付を令和５年３月から開始しま

した。このステッカーを利用し、条例の理念の普及を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種  別 内    容 令和４年度実績  

コミュニケーショ

ンツールの作成 

点字メニュー、チラシの音訳、コミュニ

ケーションボードなど(上限額３万円) 

   ０件 

 

物品の購入 

筆談ボード、折りたたみ式スロープ、高

さ可動式テーブルなど（上限額５万円） 

   １件 
筆談ボード 

可動式テーブル 

工事の施行 

簡易スロープや手すり、多機能トイレな

どの工事の施工にかかる費用 

       （上限額 10 万円） 

２件 店舗入口のフラット化、自動

扉、階段手すり、落下防止柵 

、多機能トイレの設置 

研修等開催 

障害特性や合理的配慮の提供方法へ

の理解を深めるための研修等 

（上限５万円） 

１件 

 

合  計     ４件  
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４ 課題に対する今後の取組                       

（１）事業者・県民への普及・啓発等について 

ア 相談体制等について 

    条例に基づき相談体制が整備され、４年目に入り、地域アドボケーターや障害者差別解消相談員が

受け付けた新規相談件数は計９１件でした。 

令和２年度から４年度は、コロナ禍における感染拡大防止の観点から、極力人との接触を避けるこ

となど、相談の環境も大きく変化しました。障害者差別解消相談員への相談は、電話によるものが多

くを占めていますが、そのほかのリモートなどにも対応していく必要があります。 

引き続き、相談窓口の周知を行うとともに、相談を拾い上げていくアウトリーチの方法について考

えていきたいと思います。 

イ 事業者・県民へのはたらきかけ 

相談を受け、差別をしたとされる側に不適切な対応があったと認められる場合には、原則としてそ

の当事者や事業者に対し、速やかに事実確認を行うこととしています。  

令和４年度は、民間事業者の中でも、障害のある方が日常的に利用される場所での不適切な対応

に係る相談も比較的多く寄せられています。 

    これは、障害のある方の差別や合理的配慮にかかる意識が向上したことも一因ですが、条例で合理

的配慮の提供が義務づけられている民間事業者への啓発の必要性が浮き彫りになったものと考えら

れます。また、令和６年４月から事業者による合理的配慮の提供が法律上も義務化されることを踏ま

え、出前講座等を通じた民間事業者を含む幅広い層への周知啓発に力を入れていきたいと考えてい

ます。   

 

（２）関係機関等とのネットワーク構築・連携強化について 

ア 地域アドボケーターの機能強化 

地域アドボケーターは、滋賀県独自の取組であり、条例の実効性を担保する核となる存在です。令

和４年度は、３年度に引き続き、コロナ禍の影響で活動が制限され、活動のしにくさがあったものの、

地域アドボケーターを通じた相談は11件と令和３年度の２件から大きく増加しました。 

一方で、障害当事者への周知が不足しているという課題もあるため、当事者等がより適切な方に

相談できるよう、アドボケーターのプライバシー保護にも配慮しながらそれぞれの得意・専門分野や

これまでの経験等をホームページに掲載しました。 また、障害者手帳交付時にお知らせをしたり、啓

発用のティッシュにQRコードを入れて相談しやすくするなどしています。 

引き続き、地域アドボケーターの周知に努め、地域アドボケーター同士の定期的な情報交換会や差

別事例の検討など、課題の共有をしながらスキルの向上に努め障害者差別の解消につなげていきま

す。 

 

イ 市町、関係機関等との連携強化 

障害者差別解消法に基づき、県内の各市町においても相談窓口が設置されており、主に既存の機

関（ほとんどは障害福祉担当課）で対応がなされているところです。 

障害者差別や合理的配慮の不提供が、障害のある方の身近な生活圏域で発生していることを考え

ると、県の相談窓口と市町との連携は必要不可欠であると考えています。 

県に様々な寄せられる相談事例を、広く公開し、市町や関係機関と共有することで、県全体への 

波及効果や改善の道しるべとなることから、様々な機会を通じて連携を深めていきたいと考えてい
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ます。 

（３）最後に 

平成２８年４月に施行された障害者差別解消法は、障害者への差別を解消していくための努力を、社

会全体で積み重ねていくことを理念として掲げ、行政機関や民間事業者に対し、障害のある方への「不

当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」を求めました。 

本県では令和元年10月に「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」を全面施行し、法を上回る

義務付けを行っています。 

令和３年６月には改正障害者差別解消法が公布され、令和６年４月１日に施行されることになってい

ますが、このことにより、法律では「努力義務」とされてきた民間事業者の合理的配慮の提供が本県条例

と同じく義務となります。 

    本県では、条例に基づき相談体制の整備や普及・啓発を行ってきたものの、令和３年度の人権に関す

る県民意識調査において、条例を知っていると答えた方は9.1％（名前は聞いたことがあるが、内容ま

では知らない：33.5％）にとどまっており、条例の理念や相談窓口について、障害のある方はもとより

県民の皆さんへの更なる周知を図る必要があります。 

障害のある人もない人も互いに多様な価値を認め合う共生社会を目指すためには、県民一人ひとり

が、滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例に定義している「障害の社会モデル」の考え方を理解

し、自分事として捉えることが重要であると考えます。 

今後も市町や関係機関、事業者等との連携を深めながら、工夫した取組を行っていきます。 
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参考資料 条例第２条の定義における差別の分野別規定 

類  型 定  義 

ア 教育 

教育を行う場合において、次に掲げる取扱いをすること。 

（ア）その年齢および特性を踏まえた教育を受けることができるようにするための適切な指

導および支援を行わないこと。 

（イ）障害者およびその保護者（学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 16 条に規定する

保護者をいう。）への意見聴取および必要な説明を行わず、またはこれらの者の意見を十分

に尊重せずに、当該障害者を就学させるべき学校（同法第１条に規定する小学校、中学校、

義務教育学校、中等教育学校（前期課程に限る。）および特別支援学校（小学部および中学部

に限る。）をいう。）を決定すること。 

イ 労働・雇用 

労働者を募集し、または採用する場合等において、次に掲げる取扱いをすること。 

（ア）障害者の応募または採用を拒み、もしくは制限し、またはこれらに条件を付すこと。 

（イ）賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について不利益な取

扱いをすることまたは解雇すること。 

ウ 
商品の販売またはサービスの

提供分野 

商品またはサービスを提供する場合において、これらの提供を拒み、もしくは制限し、または

これに条件を付すこと。 

エ 福祉分野 

社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第２条第１項に規定する社会福祉事業に係る福祉サ

ービスを提供する場合において、当該福祉サービスの提供を拒み、もしくは制限し、または

これに条件を付すこと。 

オ 障害福祉分野 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123

号）第５条第１項に規定する障害福祉サービスを提供する場合において、意に反して同項に

規定する施設もしくは同条第 11 項に規定する障害者支援施設に入所させようとし、または

同条第 17 項に規定する共同生活援助を行う住居に入居させようとすること。 

カ 医療分野 

医療を提供する場合において、次に掲げる取扱いをすること。 

（ア）医療の提供を拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。 

（イ）意に反して、長期間の入院による医療を受けることを強制し、または隔離すること。 

キ 建物・公共交通分野 
不特定かつ多数の者が利用する建物その他の施設または公共交通機関において、これらの

利用を拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。 

ク 不動産取引分野 
不動産の取引を行う場合において、不動産の売却もしくは賃貸、賃借権の譲渡もしくは賃借

物の転貸を拒み、もしくは制限し、またはこれらに条件を付すこと。 

ケ 地域活動分野 
県民が地域における活動を行う場合において、当該活動に参加することを拒み、もしくは制

限し、またはこれに条件を付すこと。 

コ 情報の提供分野 情報の提供を拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。 

サ 意思表示の受領分野 意思の表明を受けることを拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。 

シ その他 アからサまでに掲げるもののほか、不利益な取扱いをすること。 
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令和４年度末時点 
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